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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源と、前記光源からの光の配光状態を制御するバックライトと、
前記バックライトの発光面側に配置され、前記バックライトからの光の透過率を制御する
液晶表示パネルとを備える液晶表示装置であって、
前記バックライトの発光スペクトルの、５００～５５０ｎｍの波長範囲における最大強度
が、５１０～５２０ｎｍの範囲に存在し、
前記液晶表示パネルは、赤色成分を透過させる赤色カラーフィルタおよび、緑色成分を透
過させる緑色カラーフィルタおよび、青色成分を透過させる青色カラーフィルタを有し、
前記緑色カラーフィルタの透過スペクトルの、最大透過率の半値範囲が５００～５９０ｎ
ｍの波長範囲に含まれることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
前記液晶表示パネルにおいて、５００～６００ｎｍの波長範囲における透過スペクトルの
視野角０°～６０°方向での変化が、正面方向に比べて、相対的に２０％以内である請求
項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
前記液晶表示パネルは、下側基板に配置した電極により、液晶に横方向電界を加え、液晶
分子を基板に平行に回転させて透過率を制御する請求項２記載の液晶表示装置。
【請求項４】
前記バックライトの光源が、冷陰極管である請求項１～３のいずれか１項に記載の液晶表
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示装置。
【請求項５】
前記バックライトの光源が、発光ダイオードである請求項１～３のいずれか１項に記載の
液晶表示装置。
【請求項６】
前記液晶表示パネルが、２枚のガラス基板に対して液晶分子を垂直に配向させて、該ガラ
ス基板間の印加電圧によって液晶分子の方向を制御する垂直配向方式である請求項２記載
の液晶表示装置。
【請求項７】
前記液晶表示パネルが、２枚のガラス基板間でベンド配向させた液晶分子を、該ガラス基
板間の印加電圧によって液晶分子の方向を制御するＯＣＢ（Optically Compensated Bire
fringence）方式である請求項２記載の液晶表示装置。
【請求項８】
前記バックライトの光源が、熱陰極管である請求項１～３のいずれか１項に記載の液晶表
示装置。
【請求項９】
前記バックライトの光源が、エレクトロルミネッセンスである請求項１～３のいずれか１
項に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
前記バックライトの光源が、蛍光表示管である請求項１～３のいずれか１項に記載の液晶
表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、液晶表示パネルおよびバックライトから構成される液晶表示装置に関する
。さらに詳しくは、色再現性、視野角について優れた特性が必要とされる液晶表示装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置（Liquid Crystal Display：ＬＣＤ）は、その軽量性、薄型性、低
消費電力性などの利点により、従来から使用されているＣＲＴに替わって、各種用途に広
く使用されている。
【０００３】
　図５は一般的な液晶表示装置の構成を表す斜視図である。図５において６は液晶表示パ
ネル、７はバックライトユニットである。液晶表示パネル６は、ガラス上にＴＦＴ素子、
配線、電極が形成されたＴＦＴ基板８と、ガラス上にカラーフィルタが形成された対向基
板９が平行に配置され、両基板間に液晶１０が挟持されている。液晶表示パネル６の表示
領域１１は、複数の画素から構成され、各画素は前記カラーフィルタにより、赤、緑、青
の各色付近の波長領域の光を透過させるサブピクセルから構成される。光源１２から発せ
られた光はバックライトユニット７により、液晶表示パネル６の表示面の全体を照射し、
表示画像に対応した透過率を有するサブピクセルを透過し、観察者に視認される。
【０００４】
　液晶表示装置の表示画像の特性のうち、色特性は、国際照明委員会（Commission Inter
nationale de l’Eclairage）にて定められた色座標系（ＣＩＥ色度座標）で一般的に表
現される。ＣＩＥ色度座標系では、対象とする物体の分光スペクトルに、人間の目の分光
感度特性を掛け合わせた後、可視光の範囲の波長で積分して得られる３刺激値Ｘ、Ｙ、Ｚ
から、２次元の色度情報を抽出した（ｘ、ｙ）座標で表される。図６にＣＩＥ色度座標図
を示す。図６において馬蹄形の領域１３内は可視光の範囲を示し、この領域内で、右下付
近は赤色を、上付近部は緑色を、左下付近は青色を示す。液晶表示装置が表示可能な色再
現領域は、赤色の単色表示時の色座標位置をＰｒ、緑色の単色表示時の色座標位置をＰｇ
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、青色の単色表示時の色座標位置をＰｂとするとき、Ｐｒ－Ｐｇ－Ｐｂの３点で囲まれた
範囲１４内の座標で表される色度となる。
【０００５】
　前記説明の液晶表示装置の表示画像の色特性は、主として、バックライトの発光スペク
トル特性、液晶表示パネルの透過スペクトル特性の掛け合わせによって得られる。液晶表
示パネルの透過スペクトル特性はおもに、液晶層の透過スペクトル特性とカラーフィルタ
の透過スペクトルによって決まる。
【０００６】
　図７の１５に、一般的な液晶表示装置のバックライトの発光スペクトル特性を示す。バ
ックライトの光源としては、冷陰極管が一般的に用いられ、その蛍光体としては、青色発
光、緑色発光、赤色発光の蛍光体を混合して白色を得る三波長蛍光体が使用される。この
ため、バックライトの発光スペクトルは、概ね３つのピークを有するが、蛍光体は主波長
以外の波長にも発光スペクトルを有するため、青と緑の領域間および、緑と赤の領域間に
もピークを有する。図７の１６、１７、１８に、一般的なカラーフィルターの透過スペク
トルを示す。この図のように、バックライトの発光スペクトルのピーク波長位置とカラー
フィルタの高透過波長位置は、青色、緑色、赤色領域のそれぞれにおいて、概ね一致して
いる。図８のＣＩＥ色度図中の１９に色再現範囲の実測例を示す。同図にはＮＴＳＣ（Na
tional Television System Committee）により規定されている色再現範囲２０も示す。一
般に表示装置の色再現範囲を表す数値として、ＮＴＣＳにより規定されている色再現範囲
２０に対する面積比率が用いられ、Ｇａｍｕｔと称される。同図の例では、Ｇａｍｕｔ＝
５０（％）である。
【０００７】
　一方、従来から使用されているＣＲＴのＧａｍｕｔ値は約７２％であり、一般的な液晶
表示装置のＧａｍｕｔ値よりも大きい。近年では、液晶表示装置がＴＶ用途としての需要
が高まり、従来のＣＲＴ並みの色再現範囲が要求されるようになってきた。そこで、これ
らに対応するため、カラーフィルタの改善のとりくみがなされている。図９の２１，２２
，２３はより広い色再現範囲を実現するために開発されたカラーフィルタの透過スペクト
ル特性を示す。このスペクトル特性では、青色、緑色、赤色領域のスペクトルの重なりを
少なくしているため、赤、緑、青の各色の色純度が向上し、表示可能な色再現範囲が大き
くできる。このカラーフィルタと通常のバックライトから得られる発光スペクトルによる
色再現範囲を図８の２４に示す。この液晶表示装置のＧａｍｕｔ値は７２％でＣＲＴと同
程度の色再現特性が得られている。
【０００８】
　また、近年では、デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラなどの用途において、
さらに広い色再現特性が要求されるようになってきた。
【０００９】
　そこで、特許文献１においては、白色光源のスペクトルとして、４７０～５１０ｎｍの
波長範囲や５６０～６００ｎｍの波長範囲に発光ピークを有しないものを用いることで、
青色では４９０ｎｍ付近、緑色では４９０ｎｍと５８０ｎｍ付近にあった不要な波長成分
がなくなり色純度が高くできるとしている。
【００１０】
　特許文献２においては、光源として、緑色蛍光体のサイド発光ピークを除去または最小
化したり、青色蛍光体の発光スペクトルの帯域幅を小さくしたりした蛍光ランプを用いる
ことで、広色再現範囲を実現している。
【００１１】
　さらに特許文献３においては、青と緑または、緑と赤のカラーフィルタ層の分光透過領
域が重なる波長範囲内に、蛍光体光源の発光スペクトルのうち最大ピークと異なるサブピ
ークを有さないようにすることで、広色再現範囲を実現している。
【００１２】
【特許文献１】特開平９－９７０１７号公報
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【特許文献２】特開２００２－５６８１２号公報
【特許文献３】特開２００２－２７７８７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　以上のように、従来例に示す液晶表示装置においては、広い色再現範囲を達成するため
に、蛍光ランプの蛍光体の発光スペクトルのうち、主波長以外の成分を削除する、または
適当な波長範囲に設定する手法が主であった。これらの手法では、赤、緑、青の各色間の
波長の干渉を低減し、各色の色純度を向上させることに主眼が置かれており、各色の色相
そのものについては言及されていない。
【００１４】
　しかしながら、液晶表示装置として、赤、緑、青の各色の色相は表示画像の鮮明さに直
接影響をあたえるため、重要である。たとえば、前記特許文献１において、提案されてい
るスペクトル特性を有する光源を用いたときの液晶表示装置の緑の色度座標値は、同願図
６では（０．２８，０．６２）、図８では（０．２６，０．６４）と読みとれるが、これ
らの緑は純粋な緑色ではなく、いわゆる黄緑の範囲であり、良好な緑色の画像を表示する
には不十分な色相である。
【００１５】
　また、特許文献２における実施例１による液晶表示装置の緑の色度座標値は（０．２８
２，０．６４５）、実施例２による液晶表示装置の緑の色度座標値は（０．２６１，０．
６４２）であり、やはり、いずれも黄緑の色相となっている。さらに、特許文献３におい
ては、光源のスペクトルの具体的な波長についての記述がなく、各色の色相について規定
していない。
【００１６】
　一方、前記のように、液晶表示装置の表示画像の色特性は、主として、バックライトの
発光スペクトル特性、液晶層の透過スペクトル特性、カラーフィルタの透過スペクトルの
掛け合わせによって得られる。しかしながら、前記の従来例においては、バックライトの
みあるいは、バックライトとカラーフィルタのスペクトル特性のみについて言及されてお
り、液晶層を含む表示パネルのスペクトル特性については言及されていない。図１０に一
般的なツイストネマチック（ＴＮ）型の液晶表示パネルの透過スペクトルを示す。同図の
ように、スペクトル特性は可視波長域に渡ってフラットでなく、複雑な特性を有する。こ
のため、液晶表示装置の色特性を検討するためには、液晶表示パネルの透過スペクトル特
性が不可欠である。
【００１７】
　また、一般に、液晶表示装置は表示画像を視認する方向（視野角方向）を振ったときに
、色度、輝度が変化する問題がある。これは、図１１に示すように、液晶表示パネルの透
過スペクトル特性が視野角によって大きく変化することに起因する。図１１中の角度は液
晶表示装置の画面の法線方向を０°として、視野角を左右の極角度で表わしたものである
。図１２は図１１の各視野角方向の透過スペクトルを、正面方向のスペクトルで規格化し
たものであり、低波長側では、視野角６０°での変化が正面方向に比べ相対的に最大４０
％以上変化している。以上のことから、液晶表示パネルのスペクトル特性を考慮すること
は、画面を正面方向から観察した場合に加えて、視野角を振ったときに良好な表示画像を
得るために重要となる。
【００１８】
　本発明の目的は、視野角による白色色度の変位を抑制しつつ、色再現範囲の広い画像を
実現できると共に、純粋な色相および彩度の表示が可能な液晶表示装置を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　この発明にかかわる液晶表示装置においては、光源と、前記光源の光の配光状態を制御
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光の透過率を制御する液晶表示パネルとを備える液晶表示装置であって、前記バックライ
トの発光スペクトルの５００～５５０ｎｍの波長範囲における最大強度が、５１０～５２
０ｎｍの範囲に存在し、前記液晶表示パネルは、赤色成分を透過させる赤色カラーフィル
タおよび、緑色成分を透過させる緑色カラーフィルタおよび、青色成分を透過させる青色
カラーフィルタを有し、前記緑色カラーフィルタの透過スペクトルの、最大透過率の半値
範囲が５００～５９０ｎｍの波長範囲に含まれるものである。
【００２０】
　さらに、前記液晶表示パネルにおいて、５００～６００ｎｍの波長範囲における透過ス
ペクトルの視野角０°～６０°方向での変化が、正面方向に比べて、相対的に２０％以内
であるものである。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明は、バックライトの発光スペクトルの、５００～５５０ｎｍの波長範囲におけ
る最大強度が、５１０～５２０ｎｍの範囲に存在し、緑色カラーフィルタの透過スペクト
ルの、最大透過率の半値範囲が５００～５９０ｎｍの波長範囲に含まれるため、視野角に
よる白色色度の変位を抑制しつつ、色再現範囲の広い画像を実現できると共に、色相およ
び彩度が純粋な緑色の表示が可能となる。
　さらに、液晶表示パネルの５００～６００ｎｍの波長範囲における透過スペクトルの視
野角０°～６０°方向での変化が、正面方向に比べて、相対的に２０％以内であれば、色
度の変位をさらに改善できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
実施の形態１
　図１に本発明の実施の形態１におけるバックライトＢＬ１の発光スペクトル特性１およ
び、カラーフィルタＣＦ１の透過スペクトル特性を示す。カラーフィルタＣＦ１の透過ス
ペクトル特性は、赤色カラーフィルタの透過スペクトル２、緑色カラーフィルタの透過ス
ペクトル３、青色カラーフィルタの透過スペクトル４から構成される。本実施の形態では
、バックライトの光源として、緑色成分域である発光スペクトルの５００ｎｍ～５５０ｎ
ｍの範囲での最大強度が約５１７ｎｍである冷陰極蛍光ランプを用いている。一方、緑色
カラーフィルタの透過スペクトル３の最大透過率は５３５ｎｍ付近であり、この透過率に
対し半値以上の透過率を有する波長範囲は約５０８ｎｍ～５８５ｎｍである。液晶表示パ
ネルとしては、図１０のような透過スペクトル特性を有する一般的なＴＮ型液晶を用いる
。
【００２３】
　表１に本実施の形態１によるバックライトＢＬ１、カラーフィルタＣＦ１およびＴＮ型
液晶パネルからなる液晶表示装置の構成Ｃにおける緑色表示画像の色度座標点、色再現範
囲、および、白色色度の視野角による色度変位の測定結果を示す。表中の白色色度の視野
角による色度変位は、正面方向に対し、水平方向に２０°、４０°、６０°と視野角を振
ったときの白色色度の色度の変位を色差ｄｕ’ｖ’で表したものである。同表には、図９
に示す従来型のバックライト、従来型のカラーフィルタの構成Ａおよび、本実施の形態１
のバックライトイＢＬ１と従来型カラーフィルタの構成Ｂの場合の緑色表示画像の色度座
標点、色再現範囲、および、白色色度の視野角による色度変位の測定結果も示した。
【００２４】



(6) JP 4425681 B2 2010.3.3

10

20

30

40

50

【表１】

【００２５】
　表１によれば、従来型のバックライト、従来型のカラーフィルタの構成Ａの場合に対し
、バックライトＢＬ１と従来型カラーフィルタの構成Ｂの場合の色再現範囲は７２％から
８７％へと大きく向上していると共に、緑色の色度座標点は（０．２８０，０．６１８）
から（０．２０６，０．６４８）と色相および彩度がより純粋な緑色になっている事が分
かる。しかし、視野角による色度変位は、たとえば６０°の方向の場合、ｄｕ’ｖ’＝０
．０３１がｄｕ’ｖ’＝０．０３８と大きくなっていることが分かる。これは、バックラ
イトのスペクトルをより純粋な緑色にするために、緑の最大強度の波長を５４５ｎｍから
５１７ｎｍに小さくした結果、図１２に示す液晶表示パネルの視野角によるスペクトル変
動のより大きな部分の影響を受けたためである。
【００２６】
　一方、本実施の形態１のバックライトＢＬ１とカラーフィルタＣＦ１の構成Ｃによれば
、色再現範囲は９６％とさらに広がり、緑色の色度座標点は（０．２０７，０．７１２）
とさらに、色相および彩度がより純粋な緑色になっている。また、６０°の方向の色度変
位は、ｄｕ’ｖ’＝０．０３２と従来例の構成に比べほとんど悪化していない。これは、
バックライトの緑色成分の波長は小さくしているが、緑色カラーフィルタの５００ｎｍ以
下の成分を小さくしているために、液晶表示パネルの視野角によるスペクトル変動のより
大きな部分の影響を受けにくいためである。
【００２７】
　以上のように、本実施の形態１による液晶表示装置では、視野角による白色色度の変位
を抑制しつつ、色再現範囲の広い画像を実現できると共に、色相および彩度が純粋な緑色
の表示が可能となる。
【００２８】
実施の形態２
　本発明の実施の形態２における液晶表示装置は、前記実施の形態１に示したものと同様
のスペクトル特性を有するバックライトＢＬ１、カラーフィルタＣＦ１から構成され、液
晶表示パネルとしては、図２のような透過スペクトルの視野角依存性を有するものを用い
る。図２中の角度は液晶表示装置の画面の法線方向を０°として、視野角を左右の極角度
で表わしたものである。図３は図２の各視野角方向の透過スペクトルを正面方向のスペク
トルで規格化したものであり、５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における透過スペクト
ルの視野角０°～６０°での変化が、正面方向に比べ相対的に２０％以内の変化としてい
る。図２、図３に示すような分光透過スペクトルを有する液晶表示パネルとしては、たと
えば、下側基板に配置した電極により、横方向電界を加え、液晶分子を基板に平行に回転
させるモード（In Plane Switching：ＩＰＳ）などを用いる。
【００２９】
　表２に、本実施の形態２に示す構成Ｄの液晶表示装置での緑色表示画像の色度座標点、
色再現範囲、および、白色色度の視野角による色度変位の測定結果を示す。表２に示すよ
うに、本実施の形態２によれば、色再現範囲は９６％、緑色の色度座標点は（０．２０５
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，０．７０８）と前記実施の形態１とほぼ同様の色純度特性を示すと共に、視野角６０°
の方向の色度の変位は、ｄｕ’ｖ’＝０．０１２と、従来例、さらには実施の形態１に対
しても大きく改善している。
【００３０】
　なお、本実施の形態２において液晶表示パネルとして、下側基板に配置した電極により
、横方向電界を加え、液晶分子を基板に平行に回転させるモードを用いるとしたが、５０
０ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における透過スペクトルの視野角０°～６０°での変化が
、正面方向に比べ相対的に２０％以内の変化となる液晶モードであれば、いかなる液晶パ
ネルであってもよい。たとえば、２枚のガラス基板に対して液晶分子を垂直に配向させて
、ガラス基板間の印加電圧によって液晶分子の方向を制御する垂直配向（Vertical Align
ment）モードや、ベンド配向させた液晶分子を同じくガラス基板間の印加電圧によって、
方向を制御するＯＣＢ（Optically self-compensated Birefringence）モードを用いても
よい。
【００３１】

【表２】

【００３２】
実施の形態３
　図４に本発明の実施の形態３におけるバックライトＢＬ２の発光スペクトル特性５およ
び、カラーフィルタＣＦ１の透過スペクトル特性を示す。カラーフィルタＣＦ１は前記実
施の形態１および２に示したものと同様のものを用い、液晶表示パネルは前記実施の形態
１と同様にＴＮ型液晶表示パネルを用いている。
【００３３】
　一方、バックライトの光源として、緑色成分域である分光発光スペクトル５の５００ｎ
ｍ～５５０ｎｍの範囲での最大強度が約５２５ｎｍであるものを用いている。このような
スペクトル特性を有する光源としては、たとえば緑色ＬＥＤ（Light Emitting Diode）が
ある。バックライトの光源としては、この緑色ＬＥＤのほかに、赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ
をセットで用いて、これらＬＥＤから発せられる３色の光を混合して白色光を得るものも
可能である。各色のＬＥＤの個数は各ＬＥＤ素子の特性に応じて、所望の白色色度が得ら
れるように決められる。
【００３４】
　表３に、本実施の形態３に示す構成Ｆの液晶表示装置での緑色表示画像の色度座標点、
色再現範囲、および、白色色度の視野角による色度変位の測定結果を示す。表３に示すよ
うに、本実施の形態３によれば、色再現範囲は１１７％、緑色の色度座標点は（０．１７
４，０．７６１）と前記実施の形態１および２よりもさらに色相および彩度がより純粋な
緑色になっている。一方、視野角６０°の方向の色度の変位は、ｄｕ’ｖ’＝０．０３５
とやや大きいが、本実施の形態と同様の光源と、従来型のカラーフィルタを用いた構成Ｅ
の液晶表示装置の色度の視野角変位（ｄｕ’ｖ’＝０．０４０）に比べて軽減している。
【００３５】
　なお、本実施の形態では、光源として赤色、緑色、青色の各色の光を発するＬＥＤ素子
を用いたが、１つのＬＥＤ素子から３色の光を発する構成とされるＬＥＤを用いることも
できるし、いわゆる白色ＬＥＤを用いることも可能である。
【００３６】
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【表３】

【００３７】
実施の形態４
　本発明の実施の形態４においては、前記実施の形態３と同様に、図４に示す発光スペク
トル特性５を有するバックライトＢＬ２、透過スペクトル特性を有するカラーフィルタＣ
Ｆ１から構成される。一方液晶表示パネルは、前記実施の形態２と同様に、図２、図３の
ように、５００ｎｍ～６００ｎｍの波長範囲における透過スペクトルの視野角０°～６０
°での変化が、正面方向に比べ相対的に２０％以内の変化となるものを用いている。
【００３８】
　本実施の形態では、バックライトの光源として、実施の形態３と同様に、たとえばＬＥ
Ｄ（Light Emitting Diode）を用い、液晶表示パネルとして、実施の形態２と同様に、た
とえば、下側基板に配置した電極により、横方向電界を加え、液晶分子を基板に平行に回
転させるモード（In Plane Switching：ＩＰＳ）などを用いる。
【００３９】
　表４に、本実施の形態４に示す構成Ｇの液晶表示装置での緑色表示画像の色度座標点、
色再現範囲、および、白色色度の視野角による色度変位の測定結果を示す。表４に示すよ
うに、本実施の形態４によれば、色再現範囲は１１５％、緑色の色度座標点は（０．１７
９，０．７５７）と前記実施の形態３とほぼ同様の特性を示すと共に、視野角６０°の方
向の白色色度の変位は、ｄｕ’ｖ’＝０．０１４であり、従来例および実施の形態３の構
成Ｆに対しても大きく改善している。
【００４０】

【表４】

【００４１】
　以上実施の形態１、２、３および４においては、光源として冷陰極蛍光ランプ、または
ＬＥＤを用いるとしたが、発光スペクトルの５００～５５０ｎｍの波長範囲における最大
強度が５１０～５３０ｎｍ、さらに望ましくは５１０～５２０ｎｍの範囲に存在する光源
であればよい。たとえば、熱陰極蛍光ランプやエレクトロルミネッセンス（ＥＬ）、蛍光
表示管（ＶＦＤ）などでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】この発明の実施の形態１における液晶表示装置を構成するバックライトの発光ス
ペクトルとカラーフィルタの透過スペクトルを示す特性図である。
【図２】この発明の実施の形態２における液晶表示装置の液晶表示パネルの透過スペクト



(9) JP 4425681 B2 2010.3.3

10

20

30

40

ルの視野角依存性を示す特性図である。
【図３】図２において、各視野角方向の透過スペクトルを正面方向のスペクトルで規格化
したものである。
【図４】この発明の実施の形態３における液晶表示装置を構成するバックライトの発光ス
ペクトルとカラーフィルタの透過スペクトルを示す特性図である。
【図５】この発明および、一般的な液晶表示装置の概略構成を説明する分解斜視図である
。
【図６】一般的な液晶表示装置の色再現範囲を説明するＣＩＥ色度座標図である。
【図７】従来の液晶表示装置を構成するバックライトの発光スペクトルとカラーフィルタ
の透過スペクトルを示す特性図である。
【図８】従来の液晶表示装置の色再現範囲を説明するＣＩＥ色度座標図である。
【図９】従来の液晶表示装置においてより広い色再現範囲を実現するためのバックライト
の発光スペクトルとカラーフィルタの透過スペクトルを示す特性図である。
【図１０】一般的なツイストネマティック型の液晶表示パネルの、透過スペクトルを示す
特性図である。
【図１１】一般的なツイストネマティック型の液晶表示パネルの、透過スペクトルの視野
角依存性を示す特性図である。
【図１２】図２において、各視野角方向の透過スペクトルを正面方向のスペクトルで規格
化したものである。
【符号の説明】
【００４３】
　　１　バックライトＢＬ１の発光スペクトル特性
　　２　赤色カラーフィルタの透過スペクトル
　　３　緑色カラーフィルタの透過スペクトル
　　４　青色カラーフィルタの透過スペクトル
　　５　バックライトＢＬ２の発光スペクトル特性
　　６　液晶表示パネル
　　７　バックライト
　　８　ＴＦＴ基板
　　９　対向基板
　１０　液晶
　１１　表示領域
　１２　光源
　１３　ＣＩＥ色度図上の可視光域
　１４　液晶表示装置の色再現範囲
　１５　従来のバックライトの発光スペクトル特性
　１６　従来の赤色カラーフィルタの透過スペクトル
　１７　従来の緑色カラーフィルタの透過スペクトル
　１８　従来の青色カラーフィルタの透過スペクトル
　１９　従来の液晶表示装置の色再現範囲
　２０　ＮＴＳＣによる色再現範囲
　２１　従来の広色再現型赤色カラーフィルタの透過スペクトル
　２２　従来の広色再現型緑色カラーフィルタの透過スペクトル
　２３　従来の広色再現型青色カラーフィルタの透過スペクトル
　２４　従来の広色再現型液晶表示装置の色再現範囲
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